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離島航路における経営課題 と

公的補助 に関する考察

新 井 圭 太(1)

概要 多 くの島嗅を持つ 日本 において,離 島航路 とは島嗅間 また は島嗅部 と本土間におけ る

"人とモノ"の 交通 を支 えるイ ンフラと して機能 してい る
。 事実,離 島住民 に とって航 路 と

は"道 路"そ の ものであ り,生 活 に必要不可欠な社会資本であ ることか ら,ま た,生 活物資

の輸送手段 と して非常 に重要な役割を担 ってい ることか ら,中 央政府が補助金を交付 し,そ

の維持を図 って いる。本稿にお いて は2章 において現状の離島航路の経営状況を定性的に整

理 し,3章 にお いて経営上の問題点を提起 し,4章 にお いて航路関連の経営デー タの クロス

集計を行 った上で5章 にお ける主成分分析に よる経営状況の分類 とマ ッピングへ と展開 され

た上で,赤 字路線補助のあ り方 に対す る考察を行 うこととす る。
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Abstract This paper is intended as an investigation of an inefficient management 

of sea routes at remote islands. It has been recognized by economists in the field 

of both transport economics and regional studies that a subsidy on sea routes should 

be researched more in terms of empirical approaches. It, however, has been quite 

difficult to achieve since most of the companies are very small in size. The first to 

be noticed is that we could obtain some of important data concerned with management 

and cost. Next, we will categorize the companies by statistical analysis of PCA (Principal 

Component Analysis), in order to discuss the problem in detail.
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(1)今 回 の研 究 にあた っては,デ ータに関 して国土 交通省 の多大 なる協 力が なければ成立 し得 な

か った。ただ し,今 回使用 のデータに関 しては非公表 の性質 のもの も多 く,加 えて企業名の公表,

お よび当該企業の特定を可能 とす る表現 に関す る制約があ ることか ら,企 業群または グルー プと

しての扱い にとどめてい る点を最初 に注記 してお くべ きであ ろう。
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1.は じ め に

世界に島嗅国家と呼ばれる国家は少ないとは言えず,世 界最多の島数を誇るイン ドネシ

ア共和国(認 識されているだけで1万8,110の 島々)を は じめ,環 太平洋とイン ド洋を中心

に様々な国家が存在する。但 し,先 進国家の多 くは内陸または大陸型の国家が多 く,我 が

国(以 降は日本と表記)の ような島喚国家は少数となっている。日本は6,852の 島喚により

構成されており,こ のうち本土と呼ばれる5つ の島(本 州,北 海道,九 州,四 国,沖 縄本

島)を 除く6,847の島が離島と位置づけられている。但 し,有 人離島はその中の423島 となっ

ている。

離島航路とは,こ れ ら島喚問または島喚部と本土間における"人 とモノ"の 交通を支え

るインフラであり,離 島航路整備法においては 「本土と離島とを連絡する航路,離 島相互

間を連絡する航路,そ の他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関に

よることが著 しく不便である地点間を連絡する航路」を指す。

経済的な視点か ら見た場合,離 島航路は2種 類に分類される。それは通常運航において

は利潤が(少 な くとも恒常的な赤字に陥 らないという意味で)確 保されている航路と,常

態的に赤字構造を抱えている航路の2つ である。国土交通省は複数の基準を定めてお り,

その基準にしたがって公的支援を必要とする航路を 「補助対象航路」としている。近年,

人口減少等を主な原因とする利用者の減少により,航 路事業の継続自体が困難な状況と

なっている。 しか し,離 島住民にとって航路は"道 路"で あり,生 活に必要なインフラで

あることから,ま た,生 活物資の輸送手段 として非常に重要な役割を担っていることから,

中央政府が補助金(2)を交付 し,そ の維持を図っている。

本稿においては2章 において現状の離島航路の経営状況を定性的に整理 し,こ れらを3

章において定量的に提示することにより問題点を提起 し,そ の上で4章 において航路関連

の経営データをクロス集計することによって複数のグループへと航路を分類 した上で,第

5章 におけるモデル分析を通 じて補助金の対象となる企業(ま たは航路)の 効率性を推計

することにより,最 終的な結論部へと導 くこととしたい。

(2)離 島航路整備法第1条, 第2条,地 域公共交通確保維持改 善事業費補助金交付要綱第29条 。
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2.離 島航路を取 り巻 く環境の変化

現在,以 下にあげる諸要因によって離島航路における輸送人員と運賃収入は,そ の減少

を止められない状況に陥っている。また,以 下で述べる近年の燃料油価格急騰によるコス

ト増大によって,航 路欠損額(赤 字分)の 増加はさらに加速化 している。これらによって,

結果的に現在の民営 ・三セクを主とする航路事業者の約70%前 後が債務超過に達 している

(次章にて後述)な ど,深 刻な経営状況に陥 っている。 これらの問題点としては,以 下の

3点 が指摘されている。

2.1輸 送人員の減少問題

国土交通省による研究委員会報告書(2008年 度版r中 間報告とりまとめ』資料)に よる

と,離 島航路の輸送人員は離島航路補助制度が現行制度に変更された平成6年 度から大き

く減少 している。これは,離 島における人口減少と,本 土より急速な高齢化が進展 してい

るという長期的かつ構造的な背景が大きな要因となっていると指摘されている(同 報告

書)。 加えて,国 や地方の公共事業削減 という近年の政治的変化が外生的に加わったこと

によるものであるとも指摘されている。ここで問題となっている点として,運 航時におけ

る輸送人員や座席の利用率,お よび収支率がきわめて低い航路が相対的に高いウエイ トを

占めることである(こ れは次章にて後述する)。離島における人口減少 と高齢化は本土よ

りも高い率で加速 していることか ら,離 島航路の輸送人員が将来にわたって大きく減少す

る可能性が非常に高い点が懸念されている。

2.2船 舶の老朽化問題

離島航路に就航する船舶 については,航 路事業者の欠損増大(次 章にて後述)な どと

いった財務面(特 に資金調達面)に おける脆弱化により,代 替建造が進んでいないことが

問題となっている。補助対象航路への就航船舶の"6割 強が償却期間を超える"な ど,船

舶の老朽化が進んでいる。船舶の老朽化は,安 全性の確保に懸念を生 じさせることに加え,

燃料油価格高騰の状況下で,燃 料費の節約ができないという問題 も招いている。くわえて,

老朽化 した船舶は輸送スペースの拡大や客席の増加といった,一 回運航あた りの収益増加

への取 り組みに対する阻害要因となっていることも深刻な問題のひとつと言えよう。

3(201)一



第10巻 第3号

2.3燃 料油価格の高騰

2007年 を境に,船 舶用の燃料油価格が高騰 し,そ の影響で航路事業者が負担する燃料費

が増大 している。背景には世界的な燃料受給の逼迫と,く わえて為替 レー トの急激な変化

が指摘されている。補助対象航路の場合,平 成16年 度の26億 円から,19年 度には約54億 円

へと燃料費が倍増 している。

3.航 路運営 に関す る現状

本章においては,離 島航路経営の現状とその要因,お よび補助の状況を定量的に把握す

ることとしたい。尚,本 章において使用 したデータは国土交通省主幹の離島航路検討会に

おける数値データがその主となっている。具体的には313あ る航路のうち,長 期的な赤字

構造(継 続的欠損状態)に ある122の"補 助対象航路"に 関する経営指標 となっている。

まず,過 去30年 間にわたる離島航路の欠損額と,そ の損失補填として投入された予算配分

額の推移を表 したものが以下のFig.3-1で ある。

u

墓 霧 塞 謹 婁 ま 霧 霧 § 霧 § § § § §
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Fig.3-1欠 損額 と予算配分額の推移

バ ブル 期(1987年)以 降 にか けて 欠 損 が ふ く らみ,そ の 長 期 的 トレン ドは(若 干 の 増 減

は あ る にせ よ)基 本 的 に増 加 基 調 とな って い る。 ただ し,国 土 交 通 省 ・所 轄 都 道 府 県 ・お

よ び 当該 市 町 村 の3つ か らな る補 助 は基 本 的 に トレン ドと 同調 せ ず,ほ ぼ 横 ば い に近 い状

況 で 推 移 して い る点(3)が 明 らか とな って い る。 次 に,日 本 に お け る離 島航 路 の ア ウ トプ ッ

(3)2006年 か ら2007年 にか けて急激な燃料価格上昇があ り,要 求予算の大幅増加を勘案 して配分額

も一時的 に急増 して いるが,そ れ以外の期間 においては基本的に ほぼ一定の配分 と言えよ う。
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トに関 してまとめたものが以下のFig.3-2で ある。前章にて指摘 した通 り,現 在の日本

国内における離島航路輸送量(当 然なが ら旅客と貨物の両面において)は 急激な減少に直

面 していると言わざるを得ない状況に陥っている。
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離島航路における輸送実績の推移

一
Fig.3-3離 島補助対象航路にお ける標準的な コス ト構成(2008年 度)

ま た,離 島航 路 に お け る公 的 補 助 が 必 要 と認 定 され た運 営 事 業 者 の 平 均 的 な 費 用 構 造 と

して は,以 下 のFig.3-3が"平 均 モ デ ル"と して 国 土 交 通 省 よ り提 示 され て い る。 この

図 か ら,資 本 コ ス ト(修 繕 費 用,減 価 償 却 費,店 舗 費 用)・ 労 働 コス ト(船 員 費 用)お よ

び 中間 投 入 コ ス ト(燃 料 潤 滑 油 費 用,用 船 費 お よ び その 他 費 用)の3つ が ほぼ 三 等 分 す る

形 で 企 業 コ ス トを 占め て い る こ とが 明 らか とな って い る。 こ こで注 意 点(ま た は特 記 事 項)

と して 述 べ るべ き点 と して,燃 料 費 は2005年 か ら2008年 にか けて12%か ら20%以 上 へ と大

き く拡 大 した点 で あ ろ う。 したが って,2005年 以 前 に お いて は上 記 グ ラ フ にお け る燃 料 コ

ス トよ りも相 対 的 に小 さな エ ネ ル ギ ー コ ス トで 経 営 が 可 能 だ った の で あ る。
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4.航 路経営デ ータの ク ロス集計 とその結果

本章においては,上 述の国土交通省データに基づき,複 数の変数間の単純なクロス集計

を行うことによる各種相関状況を明 らかにすることを目的としている。ここでのデータは

既に前章にて使用 した122航 路における各種経営指標となっており,年 度は2007年 度のも

のを使用 した。クロス集計における考え方の軸として,ア ウ トプット(航 路距離や輸送人

員等)を べ一スに置き,そ れと売上や収益率,赤 字額(欠 損状況)や 補助額等との相関を

見ることによって,122の 航路をいくつかのグループへ とカテゴライズすることを試みる

こととしたい。

◆官営

■民営

▲3セ ク

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fig.4-1運 航 距 離 と収 入

まずは上の図(Fig.4-1)か ら考察をはじめることとする。これは補助対象となってい

る122航路における運航距離 と収入 との相関を示 している。 これを見ると,相 対的に運行

距離が短い航路サービスを提供 している事業者がきわめて多い事が認められる。 また,

サービスのアウ トプットである航行距離と収入は他の一般事業と同様に正の相関を示 して

いる。これは事業主体が官営④や第3セ クター系であっても,ま た純粋な民間事業者であっ

ても変わ らない性質を示 している。ただ し,中 距離か ら長距離区間といった航路営業に関

しては,民 間事業者の経営体力(主 に資金調達面に関 して)で はきわめて困難な状況が図

より推察されることとなった。

(4)こ こで は県がサー ビスを提供 して いるケー スと市町村が提供 してい るケー スの2種 類を意味 し

てい る。ただ し,設 置状況(公 設民営化な どにお ける官が 占め るウエイ ト等)に よっては ここで

の官営に含め られて いるもの,ま た は3セ ク部門 に含め られてい るもの とに分かれ る。
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0 20406080

Fig.4-2航 路 距 離 と収 支 率
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◆官営

■民営
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■

200

輸送人員(千人)

Fig.4-3輸 送 人 員 と収 支 率

次にFig.4-2に おいて航路距離 と収支率(収 益率)と の関係を集計 した。 この結果も

既に述べたFig.4-1と 同様に正の相関を示 しており,同 時に短距離区間の営業を中心と

する民間事業者の状況も先ほどのケースと同様に認められることとなった。また,収 支率

に関 しては民間事業者のそれは相対的に高 く,逆 に官営 ・第3セ クター部門は相対的に低

い結果を示 している。このことか ら,サ ービスの長距離化に伴う生産効率化よりも,む し

ろコス ト増加のデメリットの方が相対的に大きくなっている状況が推察される。次にFig.4

-3に おいては輸送人員 と収支率の関係が集計されている。 この結果と既に述べたFig.4

-2の 結果から,民 間事業主体は短距離エリアにおいて多 くの輸送人員を運び,か つ高い

収益をあげていることが認められる。ただ,こ れはある意味で自明であり,民 間経営が成

立する航路においてのみ存立 しているという事実に過ぎない。そ して,民 間事業 レベルの

収益を確保できない遠距離 ・少人数輸送型の航路に関 しては公営形式をとらざるを得ない

と言えよう。
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収入(単位1千 万円)

Fig.4-4収 入 と費 用 の 構 造

次にFig.4-4に おいては収入 とコス トの関係を集計 している。 ここでは縦 ・横にそれ

ぞれコス ト(122航 路における各事業費用)と 各航路の収入をプロットしている。加えて,

収支均衡としての位置づけを見る意味で45°線(基 準線)を 引いておいた。この結果より,

民間事業主体は相対的に基準線に近い位置に推移 し,逆 に公営または第3セ クター方式の

場合は基準線より大きく上方に位置(す なわち高い欠損額を意味する)し ていることが明

らかとなった。第二の視点として,売 上(収 入)規 模が小さな水準においては各事業主体

の欠損率はあまり変わ らないが,収 入規模が増加するにつれて民間主体のコス トの方が相

対的に効率的であるとの推論が導かれることとなる。これには単に収入 ・コス トの比率で

判断するのではな く,む しろ同程度の収入であっても,当 該航路が非常に高いコス トを要

求する航路である可能性(5)もあることから,そ の前提状況をケース ・バイ ・ケースで比較

しなければ安易な結論を導 くことにな りかねないと言える。

一300

運航距離

Fig.4-5運 航 距 離 と欠 損 額

(5)例 えば本土の地方 中核都市 と離島間の直行便 と,多 くの島喚問を巡回す るネ ッ トワー クで は,

同程度の距離 同程度の収入だ と して も負担す るコス トは大 き く異な ることは自明であ ろう。
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一600

運航一回あたりの輸送人員

Fig.4-6運 航 一 回 当 た りの 輸 送 人 員 と欠 損 額

これまでアウ トプットとしての航行距離や輸送人員数に対する収益率といった分析を重

ねてきたが,こ こか らは運航の結果生 じた欠損を軸にクロス集計を進めることとしたい。

Fig.4-5とFig.4-6に おいて,運 航距離 と欠損額,そ れか ら輸送人員(1回 当たり)と

欠損額との関係をそれぞれ集計 した。まず,Fig.4-5に おいては両者の相関関係を認めに

くい状況が示されている。ここでは運行距離が短い区間を中心に約半数の事業主体が集中

しており,そ れ らの事業主体が比較的低い水準の欠損(赤 字)構 造に陥っていることが認

められるのである。但 し,既 に指摘 した通 り民間事業主体は運航ネ ットワークにおいて相

対的に短いレンジで操業 していることか ら,そ の レンジに関する限 り,欠 損値の水準はそ

れほど深刻なものではないと言える。 ただし,中 距離 レンジか ら長距離へ と航行ネ ット

ワークが伸びるにつれ,そ の欠損値の水準は事業主体に関係なく増加することが示 された。

次にFig.4-6を 見ると,ア ウ トプットと収益率が単純な構造でない点が示されている

と言えよう。なぜな らば,一 般 的に運航1回 当たりの輸送人員数が増加するにつれ,航 路

事業者の欠損値は改善されると考えられることに対 し,今 回の結果はそのほぼ逆の結果

(右下がりのプロット)を 示 しているか らである。 ただし,民 間 ・官営 ・第3セ クターの

3つ に議論を分け,個 別に結果を見た場合,そ こか ら得 られる推論は異なるものとなる。

民間に関 して言えば,1回 当たりの輸送量はほぼ変わ らず,欠 損もマイナス百万円台とい

う比較的規模の小さな水準にほぼ集中している。わずかなが ら平均より多めの輸送人員を

持つ運航航路はプラスの利潤を生んでいることがわかる。ただ し,公 営と第3セ クター方

式の場合,1回 当たりのアウ トプット量が増加 したとしても,そ の収益が改善するとは判

断できず,む しろ欠損の水準は悪化する可能性を示 している。

最後に,Fig.4-7に おいては運航1回 当たりの輸送人員と,そ の事業体に配分されてい

る補助額の関係を集計 した結果を示 した。ここでは民間部門と公的部門において結果が異
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Fig.4-7運 航一回当た りの輸送人員 と補助額

なることが認められる。すなわち,民 間部門においては一一回当たりの輸送人員数が低いと

して も(そ して多 くの場合はその低い水準が多 くの欠損を生み出す),欠 損そのものに対

する補助額は一定に近い状況であることが見てとれるのである。逆に,一 回当た りの輸送

アウ トプットが多 くなるほど,公 的部門(官 営および第3セ クター)に おいては補助額の

水準が比例 して上昇することが認められる。民間部門との間に意図的に差異を設けている

わけではなく,お そらくは長距離区間を航行する(老 朽化の激 しい)大 型船舶を保有する

公的セクターは欠損額の水準自体が民間部門よりも高いためであろうと判断する方が現実

的であろう。

Table4-1集 計 結 果 とそ の ま とめ

営業距離 輸送人員 収益率 欠損率
欠損の
補助率

民間主体 短距離型 多い 高い 低い 低い

公営主体 中距離 少ない
中程度
～低い 高い 中程度

第3セ ク ター 遠距離型 少ない 低い 高い 高い

上の表(Table4-1)は これまでの結果から得 られた性質を抽出したものとなっている。

これにより,明 らかとなった点として,効 率的(コ ス ト効率という意味で)運 営が可能な

短距離の範囲においては民間部門の多 くが操業 しており,近 接 した本土都市間との運航を

中心に,離 島交通においては相対的に高い輸送量を担っている。当然ながら収益構造は遠

距離型の航路ネ ットと比較 して欠損の水準が低 く抑え られるものとなっている。そのこと

か ら,結 果として中央政府,地 方政府(県 および市町村)か らの3層 からなる補助金配分
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額も相対的に低い水準で抑え られることとなっている。逆に,輸 送量が少な く,か つ遠距

離航行を担わなければな らない公共部門(官 営および第3セ クター)に おいては,そ の収

益構造の弱さか ら相対的に高い水準の公的補助が投入されていると言える。

5.モ デ ル 分 析

こ こで は柿 本 他 〔5〕 お よ びKakimotoetal.〔6〕 にお い て地 域 バ ス に対 して 適 用 さ

れ た評 価 手 法 を,離 島航 路 の 評 価 手 法 へ と応 用 す る こ と に よ り,本 来 の 補 助 金 の あ り方 を

定 量 的 に把 握 す る こ とへ の 一 つ の 試 み と した い。

分 析 の ス タ ー トと して,ま ず2-3型(2産 出 ・3要 素)モ デ ル を べ 一 ス モ デ ル と して

議 論 をす す め る こ と と した い。 べ 一 ス モ デル の 評 価 を した上 で,必 要 性 が 存 在 す る と認 識

され た場 合 に は仮 定 の 追 加 等 に よ る モデ ル 定 式 化 の 再 構 築(そ の 場 合 は簡 素 化)を 行 う も

の とす る。 こ こで の べ 一 ス モ デル は下 記 の トラ ンス ロ グ型 費 用 関 数:

ln(C/ .ρ3)=α+Σ 二1βln琴+1/2Σ 之1Σ1.1γ,ln琴ln考

+Σ 匙
、41nψ ・ψ ・)+1/2Σ 距1Σ匙1殊lnψ ・ψ ・)ln(ρ9ψ3)

　 　
+Σ ΣA、ln考ln(Pゐ ψ3)+・

々=1∫=1

(5-1)

を用いた特定化を している。これは任意の費用関数に対するテイラー展開による近似形で

あり,複 数生産物を許容 し,か つ総費用が中間投入価格(ニ ュメレール)に よって相対価

格化されているモデ リングとした。誤差項に対 しては,こ の段階においては通常の確率的

誤差項とする。実際の推定に適用するコス トシェア方程式群としては:

　 　

鼻=4+Σ,。1畠,lnρ 、+Σ 。1魚ln考+俄 (5-2)

を用 い る。 こ こ で の 各 変 数 はCが 各 離 島 航 路 に お け る 総 費 用,考 が 産 出 ア ウ トプ ッ ト

(1=1,2)を,.ρ 乃が資 本 価 格 ・労 働 価 格 ・燃 料 価 格@=1,2,3)を そ れ ぞ れ表 し,最 後

に α,β,γ グ4,61g,ρ 乃が推 定 パ ラ メ ー タ とな る。 尚,こ こで の 複 数 ア ウ トプ ッ トと

して は,第 一 が 旅 客 サ ー ビスの ア ウ トプ ッ ト(人 キ ロ)を,第 二 が 貨 物 ア ウ トプ ッ ト(ト
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ンキ ロ)を,そ れ ぞれ 使 用 して い る。 この モ デル(6)と 平 行 して,よ り簡 素 化 を 施 した モ デ

ル と して:

ln(C/ 、ρ3)=α+1グIDI+βln}7+(呪ln(∫1/P3)+(箋ln(.ρ2/、 ρ3)+η (5-3)

と し,当 然 な が ら1次 の テ イ ラ ー展 開 型 とな って い る。 モ デル の 枠 組 と して は先 ほ どの

5-1式(多 出力 型)と は異 な り,シ ング ル ア ウ トプ ッ トに 限定 した1-3型 の モ デ リン グを

採 用 す る こ と に よ り,モ デル の 単 純 化 を 施 して い る。

使 用 す る デ ー タ と して は,既 に述 べ た国 土 交 通 省 所 轄 デ ー タを 用 いた 。 た だ し,資 本 価

格 で あ る利 子 率 に つ い て は,Kakimotoetal.〔6〕 と同 じ く公 定 歩 合 の年 率 平 均 を 代 理

指 標 と して 使 用 した。 推 定 方 法 は 最 尤 法 に よ る もの と し,推 定 期 間 は デ ー タの 制 約 か ら

2007年 度,サ ン プル 範 囲 は欠 損 補 助 非 対 象 とな る黒 字 路 線(あ くまで トレン ドにお いて,

と い う意)191航 路 と,政 府 ・自治 体 に よ る欠 損 補 助 が必 要 とな る対 象 航 路122路 線 を 合 わ

せ た313と な る ク ロ ス セ ク シ ョ ン とな って い る。 ダ ミー は当 然 な が ら必 要 で あ り,補 助 ダ

ミー と して 変 数Dを 追 加 して い る。

上 記 モ デル の推 定 結 果 と して,以 下 のTable5-1の 内 容 が 得 られ た 。 この 結 果 か ら,

多 出力 型 の トラ ン ス ロ グ モ デル の 説 明 力 は け して 高 い もの と は言 え ず,む しろ統 計 的 な 信

Table5-1推 定 結 果

トラン其口{yく多出力劉 俄 近但型

製朋慶蝕 蜷躍魑 t値 措定口 噛

露輩壇 7轟,119 ユ1船 ■犀51叫7 7」29

翫刊 一1「n5 一置凹8 "7蹴 誹7

h鞄 一〇.779 占Oj開 凸 '

富Y叩, 備 軋17● 叩 叩

輌町1,1㎡¥2, 吐10醍 1』8昌 ■ ■

智耐助望 →鵬1 一袖 旧 ■ ■

酬 →,351 一aε ㎜ z7訓

㎝ 1442 ㎝ 軌54嗣5 甑10噂

瞭柳 げ2 血275 」L194 ■ ■

智酬 腎 一〇」四 一㎝1芝 ■ ■

輔 廿蝋蹴!F胃o 一〇僻 備 と '

刷v1,h伽P而 ㎝ 訓7 〒 叩

h町1,1伽, 　o
.o」幡

一〇275 ■ ■

h㈲㈱ o」咀1 o唱1「7 ■ ■

燗h陥 ⊃ ℃鯉 叫』3醇 晶 一

o ¶14531 〒細 悼 訓嘲含 甜10

(6)こ の2モ デルに対 し,対 称性 嬬=砺 、(∫≠ノ)お よび,要 素価格に対する1次 同次 性 Σ1 .1へ=1,

ΣL、 弓,=o,Σ1.、 ρ、=oを 仮定 する こととする・

-12(210)一



離島航路における経営課題と公的補助に関する考察(新 井)

頼度としては問題を抱えている可能性を否定出来ない。逆に1次 近似である簡素化モデル

(シングルアウ トプット型)の 場合,そ れらの信頼度は相対的に高 くなっている。

このことから上の表における1次 近似型の結果を,以 下の分析に適用することとしたい。

以下では既に引用 した過去の研究手法を離島交通 に適用することとし,具 体的には,5-1

式によって構造的に得 られる費用と,現 実に発生 している実現値としてのコス トを比率化

する。この計算を欠損補助の対象グループ,非 対象グループそれぞれに対 して行うことに

より,グ ループ間にどのような差異が存在するのか,ま た同時にグループ内においても非

効率性が存在するのか否か,と いう点について分析を行うことが本稿の目的である。

まず非対象航路であるが,こ の結果は以下のFig.5-1の プロッ トによって表されるこ

ととなった。実現値と理論値が合致するライン(す なわち1)を 基準線とするならば,1

を超える航路が191中72も 存在することが明 らかとなった。 この結果は非常に興味深いも

のであり,沖 縄一本土,お よび沖縄諸島間の航路のような高い需要に支えられた観光圏以

外のエ リアにおいても,効 率的な収益構造を持つ航路は当初予想よりもずっと多いことが

明 らかとなったのである。 ただ し,当 然なが らそれ以外の119航 路は理論値には達 してお

らず,1を 下回る結果となっている。その際,比 率の下限としては0.71がその最小値となっ

た。

僻

Fig.5-1欠 損 補 助 非 対 象 航 路

次 に欠 損 補 助 対 象 航 路 で あ るが,こ ち らは以 下 のFig.5-2の 結 果 とな った 。 先 ほ どの

Fig.5-1と は 大 き く異 な り,基 準 値1を 上 回 った航 路 はわ ず か に2航 路 に過 ぎ な い こ とが

判 明 した。 長 期 的 な 経 営 赤 字 構 造 を 抱 え る航 路 で あ る以 上 は 自明 と も言 え るが,た だ しこ
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の グル ー プ は効 率 性 の 意 味 で,さ らに い くつ か の サ ブ グル ー プへ と 内部 分 類 され るの で は

な い だ ろ うか 。 例 え ば,以 下 の 図 で は便 宜 上3つ の サ ブ グル ー プ に カ テ ゴ ラ イ ズ して お い

たが,基 準 値1を わ ず か な が らも上 回 るハ イパ フ ォー マ ン スを 示 す 企 業 か ら,0.9(ま た は

その 近 傍)ま で の レ ンジ に位 置 す る企 業(TypeIと 表 記)な らば,そ の 生 産 性 は け して

低 くな く,コ ス ト効 率 性 の面 で見 て も効 率 的 との 判 断 を下 して も否 定 は 出来 な い で あ ろ う。

しか し,続 く第 二 の サ ブ グル ー プ(TypeH)は 主 と して0.7～0.9ま で の レン ジ に位 置 して

お り,生 産 性 や コ ス ト効 率 性 が 高 い と は判 断 しに くい存 在 と言 え よ う。

Fig.5-2欠 損 補 助 対 象 航 路

最 後 に,Type皿 に位 置 す る航 路(ま た は 企 業)に 関 して 述 べ るな らば,基 準 値1に 対

して0.5か ら0.7ま で の レ ン ジで あ る こ とか ら,構 造 的 な意 味 にお いて 何 らか の決 定 的 な 非

効 率 要 因 を持 って い る と判 断 せ ざ るを 得 な いで あ ろ う。

6.結 論

これまで,デ ータによる定量的な把握を目的として,離 島航路の現状を整理 してきた。

冒頭(2章)で 述べたように,現 在の離島交通に対する需要量(利 用者数)は 年々低下傾

向を示 しており,そ れは本土における人口減少の トレン ドと比較 してもきわめて高いと言

わざるを得ない離島内の高齢化によるものであることは多 くの研究者によって指摘されて

いる。これ ら需要サイ ドの大幅な変化(シ フ ト)に 加え,供 給サイ ドにおける中間投入コ

ス トの上昇(燃 料油費用)や 船舶の老朽化に伴う修繕コス トや一回当た りの輸送人数の少
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人数化 といった要因が結びついた結果,全 航路数(約300)の うち約3割 を占める航路が

欠損に苦 しむこととなっている。但 し,今 回のクロス集計でも明らかになったように,す

べての航路が深刻な状況(恒 常的かつ大幅な欠損構造)に 陥っているわけではない。多 く

の民間事業者のように,コ ス ト効率化へのインセ ンティブをなんらかの形で内包 している

場合も存在するのである。

離島交通に限 らず,中 山間地域におけるバス事業等も同様に需要不足と供給面での高コ

ス ト体質に苦 しんでいる。これ らの欠損が経営努力の不足か ら生み出されたものであるの

か,そ れとも長期的な トレン ド(例 えば各離島における地域人口の減少率)と ほぼ リンク

した推移であるのか,と いう定量的な基準を作ることが急務であろう。そ して,長 期 トレ

ンドを下回る,言 い換えれば経営努力が相対的に低いと判断されるケースにおいては,通

常の操業ケースに対する補助金額との間に有意な差異を設けるべきであろう。これは最後

の第5章 におけるモデル分析結果からも導かれるものであ り,同 じ欠損補助対象航路で

あっても,そ の中はコス ト効率の観点か ら見れば複数の階層に分類されていることが明ら

かとなった。TypeI～ 皿までの分類において,パ フォーマンスという意味においてはむ

しろ欠損補助の非対象航路と遜色ない供給を実現出来ている航路は(少 ないながらも)存

在することが判明 した。これ ら一連の結果か ら,今 後の補助金配分において新たな判断基

準の作成が必要となるであろうと考えるのである。
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